
 

 

学校法人 関西文理総合学園 一般事業主行動計画（女性活躍推進法） 

 

 

女性教職員が就業継続することができ、活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のよう

に行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 

2022 年 12 月 1 日～2026 年 3 月 31 日 

 

２．課  題 

教職員全体の女性割合に対して管理的立場（管理職）にある女性の割合が低い。 

 

３．目  標 

管理的立場（管理職）に占める女性比率を 25％まで引き上げる。 

 

４．取組内容 

〇 2023 年１月～ 職員と管理的立場（管理職）との面談等を実施し、業務内容・今

後のキャリア形成についてのヒアリングを実施する。 

 

〇 2023 年４月～ 研修会等の開催を通じ、男女を問わず職場全体のキャリア形成等

に関する意識付けを行うよう努める。 

 

〇 2024 年４月～ 女性活躍に向けた課題と進捗状況を教職員全体で共有し、目標達

成に近づける施策を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


